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高齢労働者も DX・リスキリング 

 

少し古い調査ですが、「60 代の雇用・生活調査」という調査（2020 年公表。JILPT）によると、60 代の高齢者に

占める就業者の割合が上昇しており、調査時点で仕事をしていた高齢者が 59.0％であったということです。 

日本の労働人口は 2040 年までに 20％減るともいわれています。一方で政府は、年金の支給開始年齢の 70 歳までの

引上げを視野に入れているようです。働かなくてはならない高齢者も増え、労働力人口に占める働く高齢者の割合

も増えることになるでしょう。高齢になってからも働かなくてはならないというのは確実なようです。 

 

◆DX・リスキリングの必要性 

 いま、DX・リスキリングが必要だということがいわれていますが、働く高齢者も例外ではありません。 

 DX とリスキリングはセットで考えないと効果がありません。帝国データバンクが行った「リスキリングに関す

る企業の意識調査」（2022）によると、DX に取り組んでいると回答した企業のうち８割以上がリスキリングにも

取り組んでいます。一方、DX にまだ取り組んでいない企業では３割程度しかリスキリングに取り組んでいません。 

 年齢が上がるとどうしても新しい物事に取り組む意欲が弱くなり、慣れ親しんだ方法から離れられなくなるとい

うことはあるでしょう。しかし、これからも働くのであれば、年齢や業種、職層に関係なくＤＸ・リスキリングは

必須のものとなります。 

 

◆リスキリングとは、つまり…… 

いまだに「神エクセル」や「エクセル方眼紙」が根強く残っている企業もあるでしょうか。リスキリングとは、

ごく簡単にいえば、新しいデジタルツールの学習であるともいえます。 

 ただ、新しいデジタルツールといってもこれまでの技術の延長上にあるものですので、仕組みが分かれば怖いこ

とはありません。高齢労働者がこれまでの職業経験も活かして、臆せずに新しい知識を吸収していけるような取組

みが、企業には求められます。 

【労働政策研究・研修機構(JILPT) 「60 代の雇用・生活調査」】 

https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/199.html 

【帝国データバンク「リスキリングに関する企業の意識調査」】 

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p221109.html 
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～「助成上限額」 と 「助成対象経費」 など拡充～ 

 

◆業務改善助成金（通常コース）とは 

中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を 30 円以上引き上げ、設備投

資等を行った場合に、その投資費用の一部が助成される制度です。令和４年 12 月に改定され、活用の幅が広

がっています。 

 

◆改定のポイント 

１ 助成上限額の引上げ⇒事業場規模 30 人未満の事業者について、助成上限額を引上げ（下表、厚労省ＨＰ

より） 

２ 助成対象経費の拡大⇒特例事業者の助成対象経費を拡充 

特例事業者のうち、次の①または②に該当すると、下記の経費も助成対象となります。 

 

① 売上高や生産量などの事業活動を示す 

指標の直近３か月間の月平均値が前年、 

前々年または３年前の同じ月に比べて、 

15％以上減少している事業者 

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の 

変化等の外的要因により、申請前３か月間 

のうち任意の１か月の利益率が３％ポイント 

以上低下している事業者 

 

 

【生産性向上に資する設備投資】 

・定員７人以上または車両本体価格 200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車等 

・パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 

【関連する経費】 

・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など 

３ 対象事業場の拡大⇒助成対象を事業場規模 100 人以下とする要件を廃止 

４ 申請期限の延長⇒申請期限を令和５年３月 31 日まで延長 

 

 業務改善助成金は、過去に活用した事業者も助成対象になります。ただ、予算が限られていて、申請期限

内に募集が終了する場合があるので、注意が必要です。また細かい改定も多いので、最新の情報を入手する

ようにしましょう。 

 受給申請をご検討の際は、弊社にご相談ください。 

【厚生労働省｢業務改善助成金｣（通常コース）R4.12 改定リーフレット】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001021923.pdf 
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冬の節電要請が始まりました 

 

◆冬の節電要請は７年ぶり 

今冬の電力需給は、全国で瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率３％以上を確保している

ものの、厳しい状況です。加えて、ロシアのウクライナ侵攻の影響により、エネルギーの安定した調達に懸念

がある状況が続いています。 

このため政府は、12 月１日から来年３月 31 日までの４か月間、節電要請を行うことを発表しました。冬の

節電要請は 2015 年以来７年ぶりで、全国の家庭や企業に無理のない範囲での協力を求め、数値目標を設けな

いとしています。 

 

◆オフィスでの省エネ・節電の取組みは？ 

資源エネルギー庁は、事業者向けのリーフレットで「全オフィスで消費電力の１％を節電すると、毎日、家

庭約 10 万世帯が消費する電力と同程度のエネルギーが削減できる」として、以下の取組みを紹介しています。 

・可能な範囲で執務室や店舗エリアの照明を間引きする 

・長時間離れるときは、ＯＡ機器の電源を切るか、スタンバイモードにする 

・使用していないエリア（会議室、休憩室、廊下等）は、空調を停止する 

・重ね着をするなどして、無理のない範囲で空調の設定温度を下げる など 

 

◆節電プログラムとは？ 

さらに政府は、省エネ・節電の促進のため節電プログラムを８月から実施しています。節電プログラムは、

家庭や企業が小売電気事業者の節電プログラムに参加（12 月 31 日までに登録が必要）し、一定の電力使用量

を削減した場合に特典としてポイントが得られる仕組みとなっています。 

また、小売電気事業者は、節電プログラムの一例として、スマートフォンなどを活用して電力の需要状況に

応じたタイムリーな節電要請を行う「ディマンド・リスポンス」を実施しています。 

資源エネルギー庁の発表によると、最も電力需要が高まる来年１月の予備率は東北・東京エリアで 4.1％と

なる見通しです。これから一層寒さが厳しくなりますが、無理のない程度に節電を心がけることが必要です。 

【資源エネルギー庁「省エネ・節電特設サイト」】 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/shoene_setsuden/ 

【資源エネルギー庁「省エネ・節電リーフレット（企業向け）」】 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/shoene_setsuden/pdf/2022_winter/leaf

let_office.pdf 
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賃金引上げ等の実態に関する調査結果が公表されました 

 

◆「賃金引上げ等の実態に関する調査」 

 厚生労働省は、令和４年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表しました。この調査は、全国の民間

企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、例年７月から８月にかけて行わ

れています。調査の対象は、常用労働者 100 人以上を雇用する会社組織の民営企業で、令和４年は 3,646 社を抽出

して調査を行い、2,020 社から有効回答を得ています。 

 

◆賃金を引き上げる企業が 85.7％ 

 令和４年中における賃金改定の実施状況をみると、１人平均賃金（注）を引き上げた・引き上げる企業の割合は

85.7％（前年 80.7％）となり、３年ぶりの増加となりました。産業別にみると、「学術研究、専門・技術サービス

業」が 95.7％、次いで「建設業」が 95.4％と高くなっています。また、賃金の改定状況をみると、１人平均賃金

の改定額は 5,534 円（前年 4,694 円）、１人平均賃金の改定率は 1.9％（同 1.6％）でした。 

(注)１人平均賃金とは、所定内賃金（諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等

の特別手当を含まない）の１か月１人当たりの平均額をいいます。 

 

◆業績を踏まえつつ、労働力の確保を 

 調査では、賃金改定の決定時に重視した要素として、「会社の業績」（40％）、次いで「労働力の確保・定着」

（11.9％）が挙げられています。業界内・他企業の動向も踏まえつつ、賃上げ要請に対する自社の戦略を立ててい

くことが必要となるでしょう。 

【厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査：結果の概要」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/22/index.html 

 

 

 

 

 

 

MonthlyLetter・ルーチェ 編集後記 

 

明けましておめでとうございます。 

皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします！ 

 

さて、コロナ禍になってから趣味のヨガから遠ざかっていたこともあり、交感神経バリバリモー

ドから抜け出す機会が減ってしまった私。これではいかん！とマインドフルネス（瞑想）を毎日

の日課として始めました。毎朝、15分から30分ほど起抜けにスマホから流れるガイダンスに耳を

傾けながら、スーハースーハーと深呼吸をし、「今ここ」にある状態を楽しんでいます。 

たったそれだけの時間ですが、瞑想が終わるとアタマとココロがスッキリするのが快感なんです

よねー（笑）。ガイダンスのお姉さんの声がまた心地よく、気持ちがとても落ち着きます。 

私が使っているのは、「MEDITOPIA」というアプリですが、ご興味あればぜひお試しください♪ 

                                           石野 


